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右
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一 

 



 

厚
生
省
は
、
こ
の
Ｅ
Ｄ
Ｂ
が
消
費
者
の
口
に
入
る
段
階
で
は
残
留
し
な
い
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
入
港
時
に
お

け
る
残
留
検
査
及
び
各
自
治
体
で
の
市
場
の
抜
き
取
り
に
よ
る
残
留
検
査
と
い
う
ダ
ブ
ル
・
チ
ェ
ッ
ク
を
行
つ
て

き
た
。
一
九
八
四
年
四
月
五
日
の
社
会
労
働
委
員
会
で
は
、
厚
生
省
の
竹
中
政
府
委
員
が
、
こ
の
ダ
ブ
ル
・

チ
ェ
ッ
ク
に
よ
つ
て
Ｅ
Ｄ
Ｂ
の
残
留
は
完
壁
に
防
い
で
き
た
し
、
ま
た
防
ぎ
う
る
と
明
言
し
て
い
る
。 

し
か
し
、
同
年
三
月
札
幌
市
衛
生
局
の
調
査
で
は
、
入
港
時
の
残
留
規
制
値
〇
・
二
二
Ｐ
Ｐ
Ｍ
を
も
上
回
る

〇
・
一
五
Ｐ
Ｐ
Ｍ
の
パ
パ
イ
ヤ
が
市
内
で
発
見
さ
れ
る
な
ど
、
残
留
検
査
の
実
態
は
、
か
な
り
ず
さ
ん
な
も
の
と 

我
が
国
の
輸
入
穀
物
・
柑
橘
類
の
く
ん
蒸
に
は
、
依
然
と
し
て
Ｅ
Ｄ
Ｂ
（
二
臭
化
エ
チ
レ
ン
）
が
使
用
さ
れ
て
い

る
。
Ｅ
Ｄ
Ｂ
は
、
一
九
八
四
年
九
月
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
で
強
い
発
ガ
ン
性
等
の
毒
性
が
確
認
さ
れ
、
国
内
に
お

い
て
そ
の
使
用
を
全
面
的
に
禁
止
さ
れ
た
く
ん
蒸
剤
で
あ
る
。 

Ｅ
Ｄ
Ｂ
（
二
臭
化
エ
チ
レ
ン
）
く
ん
蒸
代
替
方
法
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

 

三 

 



 

こ
の
点
、
ひ
と
り
の
消
費
者
と
し
て
私
は
、
発
ガ
ン
性
の
高
い
Ｅ
Ｄ
Ｂ
く
ん
蒸
に
代
わ
る
方
法
の
研
究
・
採
用

の
促
進
を
重
要
だ
と
考
え
る
。 

そ
の
後
、
厚
生
省
は
、
入
港
時
に
お
け
る
検
査
強
化
を
図
る
一
方
、
さ
ら
に
穀
物
・
柑
橘
類
の
残
留
規
制
値
を

厳
し
く
す
る
方
針
を
打
ち
出
し
た
。
確
か
に
、
こ
れ
に
よ
つ
て
入
港
時
の
検
査
は
、
若
干
強
化
・
適
正
化
さ
れ
る

と
思
わ
れ
る
が
、
消
費
者
の
口
に
入
る
段
階
で
の
残
留
検
査
は
、
分
析
機
器
の
精
度
や
人
員
の
問
題
で
各
自
治
体

の
公
衆
衛
生
行
政
の
能
力
を
は
る
か
に
超
え
た
も
の
で
あ
る
。 

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
け
る
使
用
の
全
面
禁
止
が
、
同
じ
事
情
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
つ
た
ば
か
り
で
な
く
、

厚
生
省
も
問
題
の
重
大
性
に
か
ん
が
み
、
一
九
八
五
年
一
月
十
日
、
専
門
家
に
よ
る
「
Ｅ
Ｄ
Ｂ
検
討
委
員
会
」
の
答

申
を
受
け
て
、
厚
生
省
生
活
衛
生
局
長
名
で
く
ん
蒸
剤
の
使
用
許
可
の
主
務
官
庁
で
あ
る
農
林
水
産
省
農
蚕
園
芸

局
長
宛
に
、
Ｅ
Ｄ
Ｂ
く
ん
蒸
に
代
わ
る
方
法
の
採
用
を
促
進
す
る
よ
う
通
達
を
発
し
て
い
る
。 

い
え
る
。 

四 

 



 

四 

Ｅ
Ｄ
Ｂ
く
ん
蒸
代
替
方
法
の
研
究
は
、
い
つ
ま
で
に
完
了
さ
せ
る
つ
も
り
か
、
具
体
的
に
明
ら
か
に
さ
れ
た

い
。 

五 

植
物
防
疫
法
施
行
規
則
中
に
明
記
さ
れ
て
い
る
、
Ｅ
Ｄ
Ｂ
く
ん
蒸
規
定
の
再
検
討
を
現
在
行
つ
て
い
る
か
、

ま
た
行
う
予
定
が
あ
る
か
。
予
定
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
い
つ
ご
ろ
を
予
定
し
て
い
る
か
、
ま
た
な
い
と
す
れ
ば 

三 

Ｅ
Ｄ
Ｂ
く
ん
蒸
代
替
方
法
の
研
究
は
、
い
つ
か
ら
開
始
さ
れ
た
か
、
ま
た
開
始
し
よ
う
と
考
え
て
い
る
か
、

具
体
的
に
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

一 

Ｅ
Ｄ
Ｂ
く
ん
蒸
代
替
方
法
の
研
究
は
、
現
在
ど
の
研
究
機
関
で
行
わ
れ
て
い
る
か
、
ま
た
行
お
う
と
し
て
い

る
か
、
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

二 

研
究
内
容
に
つ
い
て
、
現
状
で
考
え
ら
れ
る
Ｅ
Ｄ
Ｂ
く
ん
蒸
代
替
方
法
に
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る

か
、
具
体
的
に
列
記
さ
れ
た
い
。 

従
つ
て
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
質
問
す
る
。 

五 

 



 

 

六 

そ
の
理
由
は
何
か
、
具
体
的
に
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

六 

Ｅ
Ｄ
Ｂ
く
ん
蒸
代
替
方
法
の
採
用
を
、
い
つ
ご
ろ
ま
で
に
結
論
す
る
の
か
、
具
体
的
な
日
程
を
明
ら
か
に
さ

れ
た
い
。 

右
質
問
す
る
。 


